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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第６期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第５期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 42,964 221,003

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △1,112 2,400

当期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) △497 843

純資産額 (百万円) 30,296 31,123

総資産額 (百万円) 153,157 159,267

１株当たり純資産額 (円) 192.35 198.06

１株当たり当期純利益又は
四半期純損失(△)

(円) △5.23 5.62

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) ※１　― ※２　―

自己資本比率 (％) 19.8 19.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,893 648

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 509 340

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,868 △2,064

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 25,193 25,528

従業員数 (名) 2,427 2,376

(注)　１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

　　いない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．※１　１株当たり四半期純損失であるため記載していない。

４．※２　希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していない。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 2,427

(注) 従業員数は就業人員数である。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 2,060

(注) 従業員数は就業人員数である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループが営んでいる事業の大部分を占める建設事業では生産実績を定義することが困難であり、

建設事業においては請負形態をとっているため、販売実績という定義は実態にそぐわない。

また、当社グループにおいては、建設事業以外では受注生産形態をとっていない。

よって、受注及び販売の状況については可能な限り「３財政状態及び経営成績の分析」における各事業

の種類別セグメントの業績に関連付けて記載している。

　

（注）「第２事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　

なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりである。

建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高

　

期別 区分
期首繰越
工事高
(百万円)

期中受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

期中完成
工事高
(百万円)

期末繰越
工事高
(百万円)

当第１四半期累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

土木工事
(150,060)
150,857

7,704 158,56221,358137,204

建築工事
(83,371)
83,457

23,805107,26218,212 89,050

合計
(233,431)
234,315

31,509265,82539,570226,254

前事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

土木工事
(116,852)
115,902

131,611247,51397,453150,060

建築工事
(67,152)
67,253

122,048189,301105,92983,371

合計
(184,004)
183,155

253,659436,815203,383233,431

(注) １　期首繰越工事高の上段（　）内表示額は、期首における前期末繰越工事高を表し、下段表示額は為替の影響を受

ける海外工事について換算修正したものである。

２　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増

減額を含む。したがって期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。

３　期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）である。

　

(2) 受注工事高

　

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計
(百万円)

当第１四半期会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

土木工事 4,216 3,487 7,704

建築工事 106 23,698 23,805

計 4,323 27,186 31,509
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(3) 完成工事高

　

期別 区分
国内 海外

(Ａ)
(百万円)

海外
(Ａ)／(Ｂ)
(％)

計
(Ｂ)
(百万円)

官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

当第１四半期会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

土木工事 11,549 5,794 4,013 18.8 21,358

建築工事 1,386 14,350 2,475 13.6 18,212

合計 12,936 20,144 6,489 16.4 39,570

(注) １　海外工事の地域別割合は、次のとおりである。

　

地域 当第１四半期会計期間(％)

　東南アジア 45.3

　中近東・アフリカ 24.9

　北米 18.3

　その他 11.5

計 100.0

　

２　当第１四半期会計期間において完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。

　

(4) 繰越工事高　(平成20年６月30日現在)

　

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

　土木工事 114,440 22,763 137,204

　建築工事 4,230 84,820 89,050

合計 118,670 107,584 226,254

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

　

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、民間設備投資が底堅く推移しているものの、米国

の金融問題の深刻化や原油などの資源高・材料高の長期化等の影響により、景気に先行き不透明感が出

てきている。 

　当社グループの主たる建設産業においては、工場等の生産設備投資・オフィス等の需要が堅調である一

方で、官庁建設投資は依然として長期的な減少傾向にあり、さらに工事の価格競争や建設コスト増による

収益の低下が顕著になっている。 

こうした状況のもと、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高429億円、営業損失10

億円、経常損失11億円、四半期純損失４億円となった。
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①　事業の種類別セグメント

(建設事業)

受注高は315億円（提出会社単体ベース）、完成工事高は404億円、営業損失は９億円となった。

              

また、建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中してい

るため、第１四半期から第３四半期毎の連結会計期間における完成工事高に比べ第４四半期連結会

計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。 

(その他の事業)

売上高は25億円、営業利益は48百万円となった。

②　所在地別セグメント

(日本)

売上高は364億円、営業損失は９億円となった。

(その他の地域)

売上高は64億円、営業利益は２百万円となった。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が11億円となり、売上債権の減少63

億円、未成工事受入金の増加31億円等による資金増はあったものの、仕入債務の減少86億円、預り金の減

少17億円等により、28億円のマイナスとなった。投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金、その他の

投資資産の回収等により５億円のプラスとなった。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の

返済、短期借入金の調達等により18億円のプラスとなった。

以上により、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、期首残高と比較して３億円減

少し、251億円となった。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はない。

　

(4) 研究開発活動

当社グループは、常に「社会の一員としてひとりひとりの価値創造を活かし、豊かな未来の実現に貢献

する」を基本理念として、土木・建築・環境分野を柱にさらなる品質の安定と十分な顧客満足を確保す

るべく、以下の通り積極的に技術・研究開発活動を推進しその成果の展開に取り組んでいる。

なお、当第１四半期連結会計期間における研究開発への投資総額は約３億円である。この中には、社外

からの受託研究に係る費用約３百万円が含まれている。

　

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの本業である建設事業は、景気動向の影響を比較的受けやすい傾向にある。生産設備等の

民間設備投資については底堅く推移しているものの、公共事業投資については、依然として、削減傾向が

続くと予想される。

当第１四半期連結会計期間における提出会社単体ベースの完成工事高のうち、国内官公庁工事の割合

は32.7％を占めており、公共事業投資が大幅に削減された場合は、当社グループの業績に影響を与える要

因となる。

また、当第１四半期連結会計期間における連結売上高に対する海外売上高は15.1％を占めており、為替

相場の急激な変動や進出国の政情・経済状況の変化によっては、当社グループの業績に影響を与える可

能性がある。

　

(6) 戦略的現状と見通し

外的環境の変化が継続しているなか、将来を見据えたより踏み込んだ対応をしていくため、当社は、平

成20年３月に「ハザマ第３次中期計画」を策定した。 

　当社グループは、技術と現場に軸足を置き、施工管理・現場支援に注力して安全・品質を徹底し、技術力

・現場力で「攻めの挑戦」を進め、新時代にハザマを築いていく。 

　

EDINET提出書類

株式会社間組(E00317)

四半期報告書

 6/40



(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況については、工事代金の回収による資金増はあったものの、仕入債務の減少等

により、営業活動によるキャッシュ・フローは、28億円のマイナスとなった。投資活動によるキャッシュ

・フローは、貸付金他の投資資産の回収により５億円のプラスとなった。財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、第２四半期連結会計期間末までに順次返済期限を迎える借入金について、その一部のリファイナ

ンスを当第１四半期連結会計期間に実施した結果、一時的に18億円のプラスとなった。

以上により、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、期首残高と比較して３億円減

少し251億円となった。

　

(8) 経営者の問題認識と今後の方針について

景気後退が懸念されるなか、価格競争は激化しており、資機材・労務費の上昇が利益を圧迫している。

また、公共工事における入札制度の改革など、外的環境の変化が続いている。 

　このような変化に対し、技術・現場に裏付けられた対応が求められている。「ハザマ第３次中期計画」

では、徹底した選択と集中、経営資源の最適化で採算性を最優先に事業規模を確保し、利益の確保と安定

化を図っていく。また、技術力、現場力で顧客ニーズに応え、「技術のハザマ」を展開していく。 

　さらに、アライアンス、ＣＳＲに継続して取り組み、継続的な企業価値の向上を推進していく。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

特記事項なし。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 397,250,000

第Ⅰ種優先株式 750,000

第Ⅱ種優先株式 875,000

第Ⅲ種優先株式 875,000

第Ⅳ種優先株式 250,000

計 400,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計
期間末現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 100,000,000100,000,000
東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

第Ⅰ種優先株式 750,000 750,000 ― ※１

第Ⅱ種優先株式 875,000 875,000 ― ※２

第Ⅲ種優先株式 875,000 875,000 ― ※３

第Ⅳ種優先株式 250,000 250,000 ― ※４

計 102,750,000102,750,000― ―

※１、※２、※３　第Ⅰ種、第Ⅱ種及び第Ⅲ種優先株式は、現物出資（借入金の株式化）によって発行されている。

※１　第Ⅰ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1) 優先配当金

①　第Ⅰ種優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、第Ⅰ種優先株式を有する株主（以下「第Ⅰ種優先株主」という。）また

は第Ⅰ種優先株式の登録株式質権者（以下「第Ⅰ種優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先

立ち、第Ⅰ種優先株式１株につき下記②に定める額の剰余金（以下「第Ⅰ種優先配当金」という。）を支払う。

②　優先配当金の額

１株あたりの第Ⅰ種優先配当金の額は、第Ⅰ種優先株式の発行価額（4,000円）に、それぞれの事業年度毎に下

記の配当年率（以下「第Ⅰ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第Ⅰ種優

先配当金については、配当起算日から事業年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計

算した額とする。

第Ⅰ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果が

400円を超える場合は、第Ⅰ種優先配当金の額は400円とする。

第Ⅰ種優先配当年率は、平成15年12月25日以降、次回配当年率修正日（下記に定義される。）の前日までの各事

業年度について、下記算式により計算される年率とする。

　　第Ⅰ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（１年物） ＋ 1.500％
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第Ⅰ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

「配当年率修正日」は、平成15年12月25日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を

配当年率修正日とする。

「日本円TIBOR（１年物）」とは、平成15年12月25日または各配当年率修正日において、午前11時における日本

円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR（１年物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日

の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手

レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値または

これに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（１年物）に代えて用いるものとする。

③　非累積条項

ある事業年度において第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第Ⅰ

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④　非参加条項

第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対しては、第Ⅰ種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わな

い。

(2) 残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権者に対し、普通株主または普

通登録質権者に先立ち、第Ⅰ種優先株式１株につき4,000円を支払う。第Ⅰ種優先株主または第Ⅰ種優先登録質権

者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 議決権

第Ⅰ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4) 募集株式の割当て

当会社は、法令の定める場合を除き、第Ⅰ種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、第Ⅰ種優

先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株

式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ては行わない。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

第Ⅰ種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成20年12月25日から平成35年12月24日までとする。

②　取得の条件

第Ⅰ種優先株主は、上記①の期間中、１株につき下記(イ)ないし(ハ)に定める取得価額により、当会社に対し

て、当会社の普通株式の交付と引き換えに第Ⅰ種優先株式を取得することを請求することができる。

(イ)当初取得価額

当初取得価額は、平成16年１月１日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、平成21年10月１日以降平成35年10月１日まで、毎年10月１日（以下それぞれ「取得価額修正

日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期

間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(ハ)で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(ハ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、

上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）の75％に相当する

金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限取得価額」という。ただ

し、下記(ハ)により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取

得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）を上回る場合には当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調

整される。）をもって修正後取得価額とする。

(ハ)取得価額の調整

a.　第Ⅰ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得価額調

整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。
　

既発行普通株式数 ＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額　＝　調整前取得価額 ×
１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
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(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後取得価額は、払込みの翌日以降、または募集のための基準日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。

(ⅱ) 株式の分割（無償割当てを含む。）により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割の

ための基準日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加すること

を条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、

当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加することの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株

式の分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額を

増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交

付を請求することができる株式または権利行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の

合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用する時価

を下回ることとなる新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合、調整後取得価額は、その証

券（権利）の発行日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降

またはその基準日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に

当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の

普通株式数に算入される（下記(ⅳ)も同様とする。）。

(ⅳ) 当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる株式または新株予約権を行

使できる証券（権利）であって、取得価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず

発行日以降の一定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行し

た場合において、決定された取得価額または権利行使により発行される普通株式１株あたりの払込金

額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産

の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用す

る時価を下回る場合、調整後取得価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券（権利）の全額が取得

またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

b.　上記ａに掲げる場合のほか、合併、資本金の額の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更される。

c.　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記ａ(ⅱ)ただし

書きの場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、そ

の計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に、上記

ａまたはｂで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価（当該平均

値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

d.　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額と

し、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、または、基準日がな

い場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。なお、

処分される自己株式の数は取得価額調整式に使用する既発行普通株式数からは控除される。

e.　取得価額調整式に使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

(ⅰ)　上記ａ(ⅰ)の時価を下回る払込金額をもって募集株式の発行等をする場合には、当該払込金額（金銭

以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

(ⅱ) 上記ａ(ⅱ)の株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

(ⅲ) 上記ａ(ⅲ)の時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求する

ことができる株式またはａ(ⅲ)で定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を交付する場合

は、当該取得価額または当該新株予約権の行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の

合計額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

(ⅳ) 上記ａ(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定された取得価額または新株予約権の行使により交付される普

通株式１株あたりの払込金額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行

使に際して出資される財産の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

③　取得請求により交付すべき普通株式数

第Ⅰ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
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取得請求により交付

すべき普通株式数
=

第Ⅰ種優先株主が取得請求のために提出した第Ⅰ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

　
取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。

④　取得請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

⑤　取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

⑥　取得効力の発生

取得の効力は、取得請求書および第Ⅰ種優先株式の株券が上記⑤に記載する取得請求受付場所に到着したとき

に発生する。ただし、第Ⅰ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出は要しないものとする。

⑦　取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

第Ⅰ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、取得請求または下記

(6)に記載する一斉取得がなされたときに属する事業年度の始めにおいて取得があったものとみなしてこれを

支払う。

(6) 第Ⅰ種優先株式の一斉取得

取得を請求し得べき期間中取得請求のなかった第Ⅰ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」と

いう。）をもって、当会社が当該株式の全部を取得するのと引き換えに、第Ⅰ種優先株主に対し、第Ⅰ種優先株式

１株の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。以下「一斉取

得価額」という。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切り上げる。

この場合、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、一斉取得価額が上限取得

価額を上回る場合には上限取得価額をもって一斉取得価額とする。上限取得価額とは、当初取得価額に等しい金

額（ただし、上記(5)②(ハ)により調整される。）をいう。

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

(7) 優先順位

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、第Ⅲ種累積未払配当金を

除き同順位とする。

　

※２　第Ⅱ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1) 優先配当金

①　第Ⅱ種優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、第Ⅱ種優先株式を有する株主（以下「第Ⅱ種優先株主」という。）また

は第Ⅱ種優先株式の登録株式質権者（以下「第Ⅱ種優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先

立ち、第Ⅱ種優先株式１株につき下記②に定める額の剰余金（以下「第Ⅱ種優先配当金」という。）を支払う。

②　優先配当金の額

１株あたりの第Ⅱ種優先配当金の額は、第Ⅱ種優先株式の発行価額（4,000円）に、それぞれの事業年度毎に下

記の配当年率（以下「第Ⅱ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第Ⅱ種優

先配当金については、配当起算日から事業年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計

算した額とする。

第Ⅱ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果が

400円を超える場合は、第Ⅱ種優先配当金の額は400円とする。

第Ⅱ種優先配当年率は、平成15年12月25日以降、次回配当年率修正日（下記に定義される。）の前日までの各事

業年度について、下記算式により計算される年率とする。

　　第Ⅱ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（１年物） ＋ 1.750％

第Ⅱ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

「配当年率修正日」は、平成15年12月25日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を

配当年率修正日とする。
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「日本円TIBOR（１年物）」とは、平成15年12月25日または各配当年率修正日において、午前11時における日本

円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR（１年物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日

の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手

レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値または

これに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（１年物）に代えて用いるものとする。

③　非累積条項

ある事業年度において第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第Ⅱ

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④　非参加条項

第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対しては、第Ⅱ種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わな

い。

(2) 残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権者に対し、普通株主または普

通登録質権者に先立ち、第Ⅱ種優先株式１株につき4,000円を支払う。第Ⅱ種優先株主または第Ⅱ種優先登録質権

者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 議決権

第Ⅱ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4) 募集株式の割当て

当会社は、法令に定める場合を除き、第Ⅱ種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、第Ⅱ種優

先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式

無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

第Ⅱ種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成22年12月25日から平成37年12月24日までとする。

②　取得の条件

第Ⅱ種優先株主は、上記①の期間中、１株につき下記(イ)ないし(ハ)に定める取得価額により、当会社に対し

て、当会社の普通株式の交付と引き換えに第Ⅱ種優先株式を取得することを請求することができる。

(イ)当初取得価額

当初取得価額は、平成16年１月１日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、平成23年10月１日以降平成37年10月１日まで、毎年10月１日（以下それぞれ「取得価額修正

日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期

間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(ハ)で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(ハ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、

上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）の70％に相当する

金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限取得価額」という。ただ

し、下記(ハ)により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取

得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）を上回る場合には当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調

整される。）をもって修正後取得価額とする。

(ハ)取得価額の調整

a.　第Ⅱ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得価額調

整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。
　

既発行普通株式数 ＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額　＝　調整前取得価額 ×
１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後取得価額は、払込みの翌日以降、または募集のための基準日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。
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(ⅱ) 株式の分割（無償割当てを含む。）により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割の

ための基準日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加すること

を条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、

当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加することの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株

式の分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額を

増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交

付を請求することができる株式または権利行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の

合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用する時価

を下回ることとなる新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合、調整後取得価額は、その証

券（権利）の発行日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降

またはその基準日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に

当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の

普通株式数に算入される（下記(ⅳ)も同様とする。）。

(ⅳ) 当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる株式または新株予約権を行

使できる証券（権利）であって、取得価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず

発行日以降の一定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行し

た場合において、決定された取得価額または権利行使により発行される普通株式１株あたりの払込金

額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産

の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用す

る時価を下回る場合、調整後取得価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券（権利）の全額が取得

またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

b.　上記ａに掲げる場合のほか、合併、資本金の額の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更される。

c.　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記ａ(ⅱ)ただし

書きの場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）とし、そ

の計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に、上記

ａまたはｂで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価（当該平均

値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

d.　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額と

し、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、または、基準日がな

い場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。なお、

処分される自己株式の数は取得価額調整式に使用する既発行普通株式数からは控除される。

e.　取得価額調整式に使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

(ⅰ) 上記ａ(ⅰ)の時価を下回る払込金額をもって募集株式の発行等をする場合には、当該払込金額（金銭

以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

(ⅱ) 上記ａ(ⅱ)の株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

(ⅲ) 上記ａ(ⅲ)の時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求する

ことができる株式またはａ(ⅲ)で定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を交付する場合

は、当該取得価額または当該新株予約権の行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の合計

額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

(ⅳ) 上記ａ(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定された取得価額または新株予約権の行使により交付される普

通株式１株あたりの払込金額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行

使に際して出資される財産の合計額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

③　取得請求により交付すべき普通株式数

第Ⅱ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得請求により交付

すべき普通株式数
=

第Ⅱ種優先株主が取得請求のために提出した第Ⅱ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

　

取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。
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④　取得請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

⑤　取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

⑥　取得効力の発生

取得の効力は、取得請求書および第Ⅱ種優先株式の株券が上記⑤に記載する取得請求受付場所に到着したとき

に発生する。ただし、第Ⅱ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出は要しないものとする。

⑦　取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

第Ⅱ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、取得請求または下記

(6)に記載する一斉取得がなされたときに属する事業年度の始めにおいて取得があったものとみなしてこれを

支払う。

(6) 第Ⅱ種優先株式の一斉取得

取得を請求し得べき期間中取得請求のなかった第Ⅱ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」と

いう。）をもって、当会社が当該株式の全部を取得するのと引き換えに、第Ⅱ種優先株主に対し、第Ⅱ種優先株式

１株の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。以下「一斉取

得価額」という。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切り上げる。

この場合、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、一斉取得価額が上限取得

価額を上回る場合には上限取得価額をもって一斉取得価額とする。上限取得価額とは、当初取得価額に等しい金

額（ただし、上記(5)②(ハ)により調整される。）をいう。

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

(7) 優先順位

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、第Ⅲ種累積未払配当金を

除き同順位とする。

　

※３　第Ⅲ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1) 優先配当金

①　第Ⅲ種優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、第Ⅲ種優先株式を有する株主（以下「第Ⅲ種優先株主」という。）また

は第Ⅲ種優先株式の登録株式質権者（以下「第Ⅲ種優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先

立ち、第Ⅲ種優先株式１株につき下記②に定める額の剰余金（以下「第Ⅲ種優先配当金」という。）を支払う。

②　優先配当金の額

１株あたりの第Ⅲ種優先配当金の額は、第Ⅲ種優先株式の発行価額（4,000円）に、それぞれの事業年度毎に下

記の配当年率（以下「第Ⅲ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第Ⅲ種優

先配当金については、配当起算日から事業年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計

算した額とする。

第Ⅲ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果が

400円を超える場合は、第Ⅲ種優先配当金の額は400円とする。

第Ⅲ種優先配当年率は、平成15年12月25日以降、次回配当年率修正日（下記に定義される。）の前日までの各事

業年度について、下記算式により計算される年率とする。

　　第Ⅲ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（１年物） ＋ 2.000％

第Ⅲ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

「配当年率修正日」は、平成15年12月25日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を

配当年率修正日とする。

「日本円TIBOR（１年物）」とは、平成15年12月25日または各配当年率修正日において、午前11時における日本

円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR（１年物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日

の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手

レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値または

これに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（１年物）に代えて用いるものとする。
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③　累積条項

ある事業年度において、第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第Ⅲ

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下「第Ⅲ種累積未払配当金」という。）は翌事業年度に

限り、第Ⅰ種ないし第Ⅳ種優先配当金および普通株主または普通登録質権者に対する剰余金の配当に先立っ

て、これを第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対して支払う。

④　参加条項

第Ⅲ種優先配当金が支払われた後に残余利益があるときは、普通株主または普通登録質権者に対して、１株に

つき第Ⅲ種優先配当金と同額にいたるまで剰余金の配当を行うことができ、さらに残余について剰余金の配当

を行うときは、第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者および普通株主または普通登録質権者に対し、１

株につき同等の金額を支払う。

(2) 残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権者に対し、普通株主または普

通登録質権者に先立ち、第Ⅲ種優先株式１株につき4,000円を支払う。第Ⅲ種優先株主または第Ⅲ種優先登録質権

者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 議決権

第Ⅲ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4) 募集株式の割当て

当会社は、法令の定める場合を除き、第Ⅲ種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、第Ⅲ種優

先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式

無償割当て若しくは新株予約権無償割当ては行わない。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

第Ⅲ種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成24年12月25日から平成39年12月24日までとする。

②　取得の条件

第Ⅲ種優先株主は、上記①の期間中、１株につき下記(イ)ないし(ハ)に定める取得価額により、当会社に対し

て、当会社の普通株式の交付と引き換えに第Ⅲ種優先株式を取得することを請求することができる。

(イ)当初取得価額

当初取得価額は、平成16年１月１日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、平成25年10月１日以降平成39年10月１日まで、毎年10月１日（以下それぞれ「取得価額修正

日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期

間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(ハ)で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(ハ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、

上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）の70％に相当する

金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限取得価額」という。ただ

し、下記(ハ)により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取

得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）を上回る場合には当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調

整される。）をもって修正後取得価額とする。

(ハ)取得価額の調整

a.　第Ⅲ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得価額調

整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。

　

既発行普通株式数 ＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額　＝　調整前取得価額 ×
１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後取得価額は、払込みの翌日以降、または募集のための基準日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。
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(ⅱ) 株式の分割（無償割当てを含む。）により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割の

ための基準日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加すること

を条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、

当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加することの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株

式の分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額を

増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交

付を請求することができる株式または権利行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の

合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用する時価

を下回ることとなる新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合、調整後取得価額は、その証

券（権利）の発行日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降

またはその基準日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に

当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の

普通株式数に算入される（下記(ⅳ)も同様とする。）。

(ⅳ) 当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる株式または新株予約権を行

使できる証券（権利）であって、取得価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず

発行日以降の一定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行し

た場合において、決定された取得価額または権利行使により発行される普通株式１株あたりの払込金

額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産

の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用す

る時価を下回る場合、調整後取得価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券（権利）の全額が取得

またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

b.　上記ａに掲げる場合のほか、合併、資本金の額の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更される。

c.　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記ａ(ⅱ)ただし

書きの場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、そ

の計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に、上記

ａまたはｂで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価（当該平均

値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

d.　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額と

し、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、または、基準日がな

い場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。なお、

処分される自己株式の数は取得価額調整式に使用する既発行普通株式数からは控除される。

e.　取得価額調整式に使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

(ⅰ) 上記ａ(ⅰ)の時価を下回る払込金額）をもって募集株式の発行等をする場合には、当該払込金額（金

銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

(ⅱ) 上記ａ(ⅱ)の株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

(ⅲ) 上記ａ(ⅲ)の時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求する

ことができる株式またはａ(ⅲ)で定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を交付する場合

は、当該取得価額または当該新株予約権の行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の合計

額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

(ⅳ) 上記ａ(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定された取得価額または新株予約権の行使により交付される普

通株式１株あたりの払込金額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行

使に際して出資される財産の合計額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

③　取得請求により交付すべき普通株式数

第Ⅲ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得請求により交付

すべき普通株式数
=

第Ⅲ種優先株主が取得請求のために提出した第Ⅲ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

　

取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。
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④　取得請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

⑤　取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

⑥　取得効力の発生

取得の効力は、取得請求書および第Ⅲ種優先株式の株券が上記⑤に記載する取得請求受付場所に到着したとき

に発生する。ただし、第Ⅲ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出は要しないものとする。

⑦　取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

第Ⅲ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、取得の請求または下記

(6)に記載する一斉取得がなされたときに属する事業年度の始めにおいて取得があったものとみなしてこれを

支払う。

(6) 第Ⅲ種優先株式の一斉取得

取得を請求し得べき期間中取得請求のなかった第Ⅲ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」と

いう。）をもって、当会社が当該株式の全部を取得するのと引き換えに、第Ⅲ種優先株主に対し、第Ⅲ種優先株式

１株の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。以下「一斉取

得価額」という。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切り上げる。

この場合、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、一斉取得価額が上限取得

価額を上回る場合には上限取得価額をもって一斉取得価額とする。上限取得価額とは、当初取得価額に等しい金

額（ただし、上記(5)②(ハ)により調整される。）をいう。

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

(7) 優先順位

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、第Ⅲ種累積未払配当金を

除き同順位とする。

　

※４　第Ⅳ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1) 優先配当金

①　第Ⅳ種優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、第Ⅳ種優先株式を有する株主（以下「第Ⅳ種優先株主」という。）また

は第Ⅳ種優先株式の登録株式質権者（以下「第Ⅳ種優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先

立ち、第Ⅳ種優先株式１株につき下記②に定める額の剰余金（以下「第Ⅳ種優先配当金」という。）を支払う。

②　優先配当金の額

１株あたりの第Ⅳ種優先配当金の額は、第Ⅳ種優先株式の発行価額（4,000円）に、それぞれの事業年度毎に下

記の配当年率（以下「第Ⅳ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第Ⅳ種優

先配当金については、配当起算日から事業年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計

算した額とする。

第Ⅳ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果が

400円を超える場合は、第Ⅳ種優先配当金の額は400円とする。

第Ⅳ種優先配当年率は、平成15年12月25日以降、次回配当年率修正日（下記に定義される。）の前日までの各事

業年度について、下記算式により計算される年率とする。

　　第Ⅳ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（１年物） ＋ 1.875％

第Ⅳ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

「配当年率修正日」は、平成15年12月25日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を

配当年率修正日とする。

「日本円TIBOR（１年物）」とは、平成15年12月25日または各配当年率修正日において、午前11時における日本

円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって

公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR（１年物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日

の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手

レート（ユーロ円LIBOR１年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値または

これに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（１年物）に代えて用いるものとする。
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③　非累積条項

ある事業年度において第Ⅳ種優先株主または第Ⅳ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第Ⅳ

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④　非参加条項

第Ⅳ種優先株主または第Ⅳ種優先登録質権者に対しては、第Ⅳ種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わな

い。

(2) 残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、第Ⅳ種優先株主または第Ⅳ種優先登録質権者に対し、普通株主または普

通登録質権者に先立ち、第Ⅳ種優先株式１株につき4,000円を支払う。第Ⅳ種優先株主または第Ⅳ種優先登録質権

者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(3) 金銭を対価とする取得請求

①　取得請求額

第Ⅳ種優先株主は、当会社に対し平成16年８月１日以降、第Ⅳ種優先株式の一部または全部の金銭による取得

を請求することができる。

②　取得限度額

当会社は、上記①の請求がなされた場合に限り、毎年７月31日までの１年間に取得請求のあった第Ⅳ種優先株

式について、その直前の事業年度の株主資本等変動計算書における繰越利益剰余金の当期末残高（繰越利益剰

余金の当期末残高がマイナスの場合も含む）と「その他資本剰余金」の当期末残高の合計額（０円を下回る

場合には０円として計算する。）に本優先株式の取得を目的とした任意積立金の額（かかる任意積立金がない

場合には任意積立金の額は０円として計算する。）を加えた金額を上限として、毎年10月31日までに取得手続

を行うものとする。

③　取得の対価

当会社は、第Ⅳ種優先株主または第Ⅳ種優先登録質権者に対し、取得の対価として発行価額相当額を支払うも

のとする。

④　抽選その他の方法

上記①による取得請求の総額が、上記②に定める取得のための限度額を超える場合は、抽選その他の方法によ

り取得すべき第Ⅳ種優先株式を決定する。

(4) 議決権

第Ⅳ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(5) 募集株式の割当て

当会社は、第Ⅳ種優先株式について、株式の併合または分割を行わない。また、第Ⅳ種優先株主に対し、第Ⅳ種優先

株式に関して、募集株式の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株

式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ては行わない。

(6) 普通株式を対価とする取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

第Ⅳ種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成20年12月25日から平成35年12月24日までとする。

②　取得の条件

第Ⅳ種優先株主は、上記①の期間中、１株につき下記(イ)ないし(ハ)に定める取得価額により、当会社に対し

て、当会社の普通株式の交付と引き換えに第Ⅳ種優先株式を取得することを請求することができる。

(イ)当初取得価額

当初取得価額は、平成16年１月１日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、平成21年10月１日以降平成35年10月１日まで、毎年10月１日（以下それぞれ「取得価額修正

日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期

間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(ハ)で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(ハ)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、

上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）の75％に相当する

金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限取得価額」という。ただ

し、下記(ハ)により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取

得価額（ただし、下記(ハ)により調整される。）を上回る場合には当初取得価額（ただし、下記(ハ)により調

整される。）をもって修正後取得価額とする。
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(ハ)取得価額の調整

a.　第Ⅳ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得価額調

整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。

　

既発行普通株式数 ＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額　＝　調整前取得価額 ×
１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後取得価額は、払込みの翌日以降、または募集のための基準日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。

(ⅱ) 株式の分割（無償割当てを含む。）により普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式の分割の

ための基準日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加すること

を条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、

当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加することの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株

式の分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額を

増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交

付を請求することができる株式または権利行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の

合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用する時価

を下回ることとなる新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合、調整後取得価額は、その証

券（権利）の発行日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降

またはその基準日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に

当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の

普通株式数に算入される（下記(ⅳ)も同様とする。）。

(ⅳ) 当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる株式または新株予約権を行

使できる証券（権利）であって、取得価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず

発行日以降の一定の日（以下「価額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行し

た場合において、決定された取得価額または権利行使により発行される普通株式１株あたりの払込金

額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産

の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整式に使用す

る時価を下回る場合、調整後取得価額は、当該価額決定日の時点で残存する証券（権利）の全額が取得

またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

b.　上記ａに掲げる場合のほか、合併、資本金の額の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更される。

c.　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記ａ(ⅱ)ただし

書きの場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、そ

の計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に、上記

ａまたはｂで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価（当該平均

値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

d.　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額と

し、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、または、基準日がな

い場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。なお、

処分される自己株式の数は取得価額調整式に使用する既発行普通株式数からは控除される。

e.　取得価額調整式に使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

(ⅰ) 上記ａ(ⅰ)の時価を下回る払込金額をもって募集株式の発行等をする場合には、当該払込金額（金銭

以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

(ⅱ) 上記ａ(ⅱ)の株式の分割により普通株式を発行する場合は０円
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(ⅲ) 上記ａ(ⅲ)の時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求する

ことができる株式またはａ(ⅲ)で定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を交付する場合

は、当該取得価額または当該新株予約権の行使により交付される普通株式１株あたりの払込金額（た

だし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の合計

額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

(ⅳ) 上記ａ(ⅳ)の場合は、価額決定日に決定された取得価額または新株予約権の行使により交付される普

通株式１株あたりの払込金額（ただし、当該払込金額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行

使に際して出資される財産の合計額の普通株式１株当たりの額により算定されるものとする。）

③　取得請求により交付すべき普通株式数

第Ⅳ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得請求により交付

すべき普通株式数
=

第Ⅳ種優先株主が取得請求のために提出した第Ⅳ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

　

取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。

④　取得請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

⑤　取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

⑥　取得の効力の発生

取得の効力は、取得請求書および第Ⅳ種優先株式の株券が上記⑤に記載する取得請求受付場所に到着したとき

に発生する。ただし、第Ⅳ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出は要しないものとする。

⑦　取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

第Ⅳ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、取得請求または下記

(7)に記載する一斉取得がなされたときに属する事業年度の始めにおいて取得があったものとみなしてこれを

支払う。

(7) 第Ⅳ種優先株式の一斉取得

取得を請求し得べき期間中取得請求のなかった第Ⅳ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」と

いう。）をもって、当会社が当該株式の全部を取得するのと引き換えに、第Ⅳ種優先株主に対し、第Ⅳ種優先株式

１株の払込金相当額を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。以下「一斉取

得価額」という。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切り上げる。

この場合、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、一斉取得価額が上限取得

価額を上回る場合には上限取得価額をもって一斉取得価額とする。上限取得価額とは、当初取得価額に等しい金

額（ただし、上記(6)②(ハ)により調整される。）をいう。

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

(8) 優先順位

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、第Ⅲ種累積未払配当金を

除き同順位とする。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当社は旧商法第280条ノ20の規定に基づき新株予約権を発行している。

平成18年３月15日取締役会決議

第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個）※１ 125

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）※１ 12,500,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※２ １株当たり 347

新株予約権の行使期間　※３
自　　　 平成19年４月２日

至　　　 平成22年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）※４

発行価格

資本組入額

350.43

176

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

※１　本新株予約権１個の目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は100,000株である。

ただし、下記(1)ないし(3)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整

後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(1) 当社が※２(3)の規定に従って行使価額（※２(1)に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式

により調整されるものとする。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。
　

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額
　

上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、※２(3)に定める調整前行使価額および調整後行使

価額とする。

(2) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる※２(3)②および④による行使価額の調整に関し、各号に定

める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(3) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨およびその事由、調整前割当株式数、調整

後割当株式数およびその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

ただし、※２(3)②(ロ)ただし書に示される株式分割の場合、その他適用の日の前日までに前記の通知を行うこと

ができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

※２

(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた

額とする。

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の有する当社普通株式

を移転(以下、当社普通株式の発行または移転を「交付」という。)する場合における株式１株当たりの払込金額

(以下「行使価額」という。)は、当初347円とする。

(2) 行使価額の修正

平成19年４月２日以降、５(1)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)の前取

引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（終値のない場合は、前取引日における

終値）の99％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「決定日価額」という。）が、当該決定

日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合または下回る場合には、行使価額は、当該決定日以降、当該決定

日価額に修正される。なお、決定日に、(3)②または④で定める行使価額の調整が生じた場合には、修正後の行使価

額は、本新株予約権の新株予約権発行要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結

果、決定日価額が174円(以下「下限行使価額」という。ただし、(3)①ないし④による調整を受ける。)を下回る場

合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
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(3) 行使価額の調整

①　当社は、本新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ず

る可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。
　

既発行株式数 ＋
新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　
②　行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。

(イ)③(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得

条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引き換えに交付する場合または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の取得または行使による場合を除く。）。

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

(ロ)当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合。

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効

力発生日の翌日以降（ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えているため基準日がある場合は、

その日の翌日以降）、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを条件にそ

の部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の額を減少し

て資本金に組み入れられることの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当

てのための基準日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の額を減少して資本金に組み入れられ

ることの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

なお、上記ただし書の場合において、株式分割又は株式無償割当てのための基準日の翌日から当該剰余金の

額を減少して資本金に組み入れられることの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に

対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとし、株券の交付については５(2)の規定を準

用する。
　

株式数 ＝
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調　整　後　行　使　価　額

　
この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(ハ)取得請求権付株式であって、その取得と引換えに③(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する定めがあるものを発行する場合または③(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）その他の証券または権利（以下、「取得請求権付株式等」という。）のすべてが当初の取得価額で取得

されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込

期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または株式無償割当ての効力発生日の翌日以

降これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日

の翌日以降これを適用する。

③(イ)行使価額調整式の計算の結果生じる円位未満の端数は切り捨てるものとする。

(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、②(ロ)ただし書の場合は基準

日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

(ハ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後

の行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有す

る当社普通株式数を控除した数とする。また、②(ロ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株

式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとす

る。

④　②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

(イ)株式の併合、資本金の額の減少、会社法第５編第３章第２節に定められた新設分割、同章１節に定められた吸

収分割、または同編第２章に定められた合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
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(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする

とき。

(ハ)行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤　(2)または①ないし④により行使価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨お

よびその事由、修正前または調整前の行使価額、修正後または調整後の行使価額およびその適用の日その他必

要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、②(ロ)ただし書に示される株式

分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこ

れを行う。

※３　当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した

場合、当社取締役会で定める取得日に先立つ１か月以上前に、新株予約権証券を当該取得日までに当社に提出すべ

き旨を公告し、かつ、新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に対して通知を行った上で、当該取得日に、本新

株予約権１個当たり343,000円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。この場合、取得される本新株予約権

については、当該取得日の前日を権利行使期間の最終日とする。

※４　

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式の発行価格は、350.43円とする。ただし、※１(1)ないし(3)およ

び※２(2)または※２(3)によって修正または調整が行われることがある。

(2) 本新株予約権の行使により発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って

算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を

切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額と

する。

　５　本新株予約権行使の効力発生時期等

(1) 本新株予約権の行使の効力は、行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ払込金が指定口座に入金されたと

きに生じるものとする。ただし、当該行使にかかる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されている場合に

は、行使請求書に当該新株予約権証券を添付しなければならない。

(2) 当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発

行しない。

　６　本新株予約権行使請求および払込みの方法

(1) 本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による行使請求書（以下「行使請求書」という。）に必要

事項を記入し、記名捺印の上、これを７に定める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出

するものとする。当該行使にかかる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されている場合には、行使請求書

に当該新株予約権証券を添付しなければならない。

(2) 前号の行使請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式にかかる行使価額の全額

（以下「払込金」という。）を現金にて８に定める払込取扱場所の当社の指定する口座（以下「指定口座」とい

う。）に振り込むものとする。

(3) 行使請求受付場所に本新株予約権行使に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することはできない。

　７　本新株予約権の行使請求受付場所

株式会社間組　経営企画本部　総務部　　

東京都港区虎ノ門二丁目２番５号

　８　本新株予約権の行使に関する払込取扱場所

株式会社みずほコーポレート銀行　内幸町営業部

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

　９　新株予約権証券の発行

新株予約権者の請求あるときに限り新株予約権証券を発行するものとする。

　10　新株予約権行使後第１回目の配当

本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の剰余金の配当については、行使がなされた日の属する事業年

度の初めの日に当社普通株式の交付があったものとみなして、これを支払う。ただし、会社法第454条第５項に基づ

き、９月30日を同項に規定する一定の日とする中間配当制度を設けるための定款変更をした場合は、行使により交

付された当社普通株式の剰余金の配当または会社法第454第５項に基づく剰余金の配当については、本新株予約権

の行使が毎年４月１日から９月30日までの間になされたときは４月１日に、毎年10月１日から翌年３月31日までの

間になされたときは10月１日に、それぞれ当社普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。

　11　１単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い

本新株予約権の発行日後、当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等には、会社法の規定および本要項の趣

旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずる。
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(3) 【ライツプランの内容】

　

　　　　該当事項なし。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

─ 102,750 ― 12,000 ― 3,000

　

(5) 【大株主の状況】

　

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな

い。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きないことから、直前の基準日である平成20年３月31日現在の株主名簿による記載をしている。

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式　 2,750,000 ―
「１(1)②発行済株式」の「内
容」の記載を参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 34,200

―
株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) ※１ 普通株式 99,739,100 997,391 同上

単元未満株式 ※２ 普通株式 226,700 ― 同上

発行済株式総数 102,750,000 ― ―

総株主の議決権 ― 997,391 ―

※１「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式が21,300株（議決権213個）含まれている。

※２「単元未満株式」には、自己株式２株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社間組

東京都港区虎ノ門
二丁目２番５号

34,200 ― 34,200 0.03

計 ― 34,200 ― 34,200 0.03

(注) 当第１四半期会計期間末(平成20年６月30日)における自己株式数は35,105株(発行済株式総数に対する所有株式数

　　 の割合は0.03%)である。
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２ 【株価の推移】

　【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月

　
５月

　
６月

最高(円) 110 121 127

最低(円) 98 100 110

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビュー

を受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,205 26,021

受取手形・完成工事未収入金等 48,943 55,310

有価証券 0 0

未成工事支出金 12,661 12,718

その他のたな卸資産 ※1
 851

※1
 977

立替金 15,289 15,253

繰延税金資産 5,009 4,485

その他 5,688 4,930

貸倒引当金 △8 △10

流動資産合計 113,642 119,687

固定資産

有形固定資産 ※2
 21,930

※2
 22,045

無形固定資産 330 334

投資その他の資産

投資有価証券 12,939 12,778

繰延税金資産 1,019 1,072

その他 ※3
 3,459

※3
 3,500

貸倒引当金 △163 △151

投資その他の資産合計 17,254 17,200

固定資産合計 39,515 39,579

資産合計 153,157 159,267
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 47,960 56,574

短期借入金 15,751 14,151

未成工事受入金 22,614 19,429

預り金 17,746 19,465

完成工事補償引当金 626 582

賞与引当金 125 355

工事損失引当金 93 182

その他 2,969 3,202

流動負債合計 107,889 113,944

固定負債

長期借入金 9,836 9,136

退職給付引当金 4,912 4,850

環境対策引当金 195 195

その他 26 15

固定負債合計 14,971 14,198

負債合計 122,861 128,143

純資産の部

株主資本

資本金 12,000 12,000

資本剰余金 9,000 9,000

利益剰余金 7,668 8,598

自己株式 △7 △7

株主資本合計 28,661 29,590

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,594 1,496

繰延ヘッジ損益 △1 △5

評価・換算差額等合計 1,593 1,490

新株予約権 42 42

純資産合計 30,296 31,123

負債純資産合計 153,157 159,267
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高

完成工事高 40,406

その他の事業売上高 2,557

売上高合計 42,964

売上原価

完成工事原価 38,567

その他の事業売上原価 2,331

売上原価合計 40,899

売上総利益

完成工事総利益 1,839

その他の事業総利益 225

売上総利益合計 2,064

販売費及び一般管理費 ※
 3,104

営業損失（△） △1,040

営業外収益

為替差益 135

その他 91

営業外収益合計 226

営業外費用

支払利息 226

その他 72

営業外費用合計 299

経常損失（△） △1,112

特別利益

前期損益修正益 21

その他 3

特別利益合計 25

特別損失

投資有価証券評価損 6

訴訟関連損失 5

その他 2

特別損失合計 14

税金等調整前四半期純損失（△） △1,101

法人税等 △604

四半期純損失（△） △497
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,101

減価償却費 162

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9

受取利息及び受取配当金 △37

支払利息 226

為替差損益（△は益） △181

有形固定資産売却損益（△は益） 0

投資有価証券評価損益（△は益） 6

売上債権の増減額（△は増加） 6,366

未成工事支出金の増減額（△は増加） 56

たな卸資産の増減額（△は増加） 125

立替金の増減額（△は増加） △35

仕入債務の増減額（△は減少） △8,613

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,185

預り金の増減額（△は減少） △1,718

未払消費税等の増減額（△は減少） △366

その他 △591

小計 △2,508

利息及び配当金の受取額 131

利息の支払額 △140

法人税等の支払額 △376

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 7

有形固定資産の取得による支出 △40

有形固定資産の売却による収入 5

貸付けによる支出 △60

貸付金の回収による収入 107

その他 491

投資活動によるキャッシュ・フロー 509

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,600

長期借入れによる収入 700

長期借入金の返済による支出 △3,000

配当金の支払額 △431

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334

現金及び現金同等物の期首残高 25,528

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,193
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　会計処理の原則

　　及び手続の変更

(1)「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計

基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更している。なお、この変更による損益

への影響はない。

(2) 従来、受注が未確定な案件にかかる積算関係費用については、売上原価に計上し、また失

注した案件にかかる先行投資費用については、営業外費用に計上していたが、当第１四半期

連結会計期間より、いずれも販売費及び一般管理費に計上する方法に変更した。 

　総合評価落札方式の導入にみられる近年の受注環境の変化等により、積算部門の営業支援

機能の重要性が増し、積算関係費用の販売費的性格が強くなってきたこと、並びに先行投資

費用の内容も次第に変化し、積算費用等の割合が増加傾向にあること等から、当社は、新中

期経営計画「ハザマ第３次中期計画」（平成20年４月～平成23年３月）の開始を機に、こ

れらの費用の管理方法等について一部見直しを行い、営業戦略費用として集約管理してい

くこととし、より適正な損益区分の表示を実現するため、販売費及び一般管理費に計上する

こととした。 

　この変更により、従来の方法と比べて、売上原価が136百万円減少し、販売費及び一般管理

費が201百万円増加し、営業損失が65百万円増加しているが、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失に与える影響はない。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。

(3) 従来、海外の所得にかかる外国税で、税額控除不能なものについては、法人税・住民税及

び事業税に計上していたが、当第１四半期連結会計期間より売上原価に計上する方法に変

更した。 

　当社は、新中期経営計画「ハザマ第３次中期計画」（平成20年４月～平成23年３月）の開

始を機に、控除不能外国税の金額的重要性が高まるなか、海外事業の採算性管理方法の一部

について見直しを行った。 

　この変更は、控除不能外国税を含めた海外事業のコスト管理を徹底すると共に、セグメン

ト別の事業性を明瞭に表示し、より適正な経営指標等の提供を行うために行ったものであ

る。 

　この変更により、従来の方法と比べて、売上原価が39百万円増加し、営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失が同額増加している。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

一般債権の貸倒見積高

の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し

い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を

算定している。

固定資産の減価償却費

の算定方法

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、連結会計年度に係る

減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっている。

繰延税金資産の回収可

能性の判断

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等に著し

い変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められ

る場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっている。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

税金費用の計算 当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純損失に当該見積実効税率

を乗じて計算する方法を採用している。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１　※１

　　その他のたな卸資産の内訳
　　　未成業務支出金　　　 　　　　　　　 602百万円
　　　材料貯蔵品等　　　　　 　　　　　　 249百万円

１　※１

　　その他のたな卸資産の内訳
　　　未成業務支出金　　　　　　　　　  　729百万円
　　　材料貯蔵品等　　　　　　　　　　　  247百万円

２　※２

　　有形固定資産の減価償却累計額　　　 19,101百万円

２　※２

　　有形固定資産の減価償却累計額　　 　19,009百万円

３　保証債務

　　下記の借入金について保証を行っている。

　　　従業員住宅ローン　　　　　　　　　　 86百万円

３　保証債務

　　下記の借入金について保証を行っている。

　　　従業員住宅ローン　　　　　　 　　　　99百万円

４　※３

　　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　　　投資その他の資産・その他　　　　　　311百万円

４　※３

　　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　　　投資その他の資産・その他　　　　　　323百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　※

　　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　従業員給料手当　　　　　　　　　 1,224百万円
　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　 222百万円

２　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事
　業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半
　期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結
　会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高
　に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多
　くなるといった季節的変動がある。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 25,205百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △12　〃

現金及び現金同等物 25,193百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末
(千株)

普通株式 100,000

第Ⅰ種優先株式 750

第Ⅱ種優先株式 875

第Ⅲ種優先株式 875

第Ⅳ種優先株式 250

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末
(千株)

普通株式 35

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
(千株)

当第１四半期
連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 普通株式 12,500 42

合計 12,500 42

(注)　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載している。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式
利益
剰余金

149 1.50平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年６月27日
定時株主総会

第Ⅰ種
優先株式

利益
剰余金

68 91.52平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年６月27日
定時株主総会

第Ⅱ種
優先株式

利益
剰余金

88 101.52平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年６月27日
定時株主総会

第Ⅲ種
優先株式

利益
剰余金

97 111.52平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年６月27日
定時株主総会

第Ⅳ種
優先株式

利益
剰余金

26 106.52平成20年３月31日 平成20年６月30日

合計 431
  

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

　　　　該当事項なし。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ているが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が

認められないため、記載していない。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がない。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がない。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項なし。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
建設事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

40,406 2,557 42,964 ― 42,964

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 4,287 4,287 (4,287) ―

計 　40,406 6,844 47,251(4,287)42,964

営業利益(又は営業損失△) △959 48 △910 　（129) △1,040

(注)　１　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

　(1) 事業区分の方法 

　　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

　(2) 各事業区分に属する主要な内容 

　　建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

　　その他の事業：建設資材の販売、リースに関する事業及びその他の事業 

２　会計処理の方法の変更 

　(1)　「会計処理の原則及び手続の変更」(2)に記載の通り、受注が未確定な案件にかかる積算関係費用と失

　　注した案件にかかる先行投資費用について、販売費及び一般管理費に計上する方法に変更した。この変更

　　に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の建設事業の営業損失が64百万円増加してい

　　る。なお、その他の事業の営業損益に与える影響は軽微である。 

　(2)　「会計処理の原則及び手続の変更」(3)に記載の通り、税額控除不能な外国税について、売上原価に計

　　上する方法に変更した。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の建設事業

　　の営業損失が39百万円増加している。なお、その他の事業の営業損益に与える影響はない。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
日本
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

36,473 6,490 42,964 ― 42,964

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2 ─ 2 （2) ―

計 36,475 6,490 42,966 (2) 42,964

営業利益(又は営業損失△) △901 2 △898 （141) △1,040

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２　日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

３　会計処理の方法の変更 

　(1)　「会計処理の原則及び手続の変更」(2)に記載の通り、受注が未確定な案件にかかる積算関係費用と失

　　注した案件にかかる先行投資費用について、販売費及び一般管理費に計上する方法に変更した。この変更

　　に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の日本の営業損失が62百万円増加し、その他

　　の地域の営業利益が2百万円減少している。

　(2)　「会計処理の原則及び手続の変更」(3)に記載の通り、税額控除不能な外国税について、売上原価に計

　　上する方法に変更した。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間のその他の

　　地域の営業利益が39百万円減少している。なお、日本の営業損益に与える影響はない。 
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

日本以外の地域

Ⅰ　海外売上高(百万円) 6,490

Ⅱ　連結売上高(百万円) 42,964

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

15.11

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２　日本以外の地域に含まれる主な国又は地域……東南アジア、北米 

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

　

(企業結合等関係)

該当事項なし。

　

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

192.35円 198.06円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 30,296 31,123

純資産の部の合計額から控除する額
（百万円）

11,068 11,324

（うち残余財産分配請求権が優先的
　な株式の払込金額(百万円)）

11,000 11,000

（うち第Ⅲ種優先株式(累積型配当
　優先株式)に係る優先株式配当額
　（第１四半期会計期間に係る
　要支払額）(百万円)）

25 ―

（うち剰余金の処分による優先株式
　配当額(百万円)）

― 281

（うち新株予約権（百万円）） 42 42

普通株式に係る純資産額(百万円) 19,228 19,799

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

99,964 99,965
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２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 5.23円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益については１
株当たり四半期純損失であ
るため記載していない。

(注)　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　四半期純損失(百万円) 497

　普通株主に帰属しない金額(百万円) 25

（うち第Ⅲ種優先株式(累積型配当優先株式)に
　係る優先株式配当額（第１四半期会計期間に
　係る要支払額)(百万円)）

25

　普通株式に係る四半期純損失(百万円) 523

　普通株式の期中平均株式数(千株) 99,965

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
　１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった
　潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動
　があったものの概要

―

　

　

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２【その他】

重要な訴訟事件等

提出日現在、提出会社を含む多数の建設会社を被告とする全国トンネルじん肺訴訟が、全国４地方裁判

所に提訴され審理中である。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月12日

株式会社間組

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　望　月　　正　芳　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　髙　尾　　英　明　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社間組の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成20

年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社間組及び連結子会社の平成20年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

１. 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」1（2）に記載のとおり、会社は受

注が未確定な案件にかかる積算関係費用及び失注した案件にかかる先行投資費用についての会計処理

を変更した。

２. 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」1（3）に記載のとおり、会社は海

外の所得にかかる外国税で税額控除不能なものについての会計処理を変更した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

                                                                                  以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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